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鎌取駅前交番
TEL 043-292-2521

犯罪被害などに遭われた方やそのご家族が、犯罪により受けた
被害から立ち直り、再び地域において平穏に過ごせるようになる
ためには、地域の人々の理解と配慮が必要です。政府が策定した
「犯罪被害者等基本計画」により、毎年、１１月２５日から１２
月１日までが犯罪被害者週間とされ、広報・啓発事業が行われて
います。ご理解とご協力をお願いします。

犯罪被害者相談窓口
・相談サポートコーナー ＃９１１０（０４３－２２７－９１１０）
・性犯罪１１０番 ＃８１０３（０１２０－０１－８１０３）
・少年センター（ヤングテレホン） ０１２０－７８３－４９７
・女性相談所（電車内における痴漢等）０１２０－０４８２２４（ﾏﾖﾜｽﾞﾂｳﾎｳ）
・暴力団相談 ０４３－２５４－８９３０
（公益財団法人千葉県暴力追放運動推進センター）

期間「１１月１２日～１１月２５日」
県警では、DV等暴力の未然防止・早期発

見に繋げていくため、関係団体との連携・協
力のもと、女性に対する暴力の問題に関する
取組を一層強化します。
暴力は決して許されるものではなく、重

大な人権侵害です。県民の皆様には、DV等の
女性に対する暴力のない社会の実現のため、
本運動へのご理解、ご協力をお願いします。

県民の安全･安心を担う警察官が、治安維
持に万全を期することを誓い、パトカーや白
バイなどとともに勇ましく行進します。当日
はどなたでもご自由にご覧いただ
けますので、ぜひご来場ください。
○ 令和８年１月１３日（火）
○ 幕張メッセイベントホール

（千葉市美浜区中瀬２－１）
○ 千葉県警察本部警務課

０４３－２０１－０１１０

児童虐待の疑いがあるとして警察から児童相
談所に通告された児童数は増加傾向が続いてい
ます。もしかしたら虐待かも？と思ったら迷わ
ず下記の電話番号までご連絡ください。あなた
からの電話で救われる子どもがいます。

・児童相談所虐待対応ダイヤル
☎１８９（いちはやく)
※ ２４時間お近くの児童
相談所につながります。

・千葉県子ども・家庭１１０番
☎０４３－２５２－１１５２
※ ２４時間千葉県中央児童相談所につなが
ります。

・千葉県警察少年センター ヤング・テレホン
☎０１２０－７８３－４９７
(なやみよくなる)

※ 少年問題に関して子どもからの相談のほ
か、保護者からの相談も受けています。
（平日９時～１７時）

・緊急の場合は警察へご連絡ください。
☎１１０
または千葉南警察署や鎌取駅前交番


